
浄水工程における塩素注入と滅菌効果について 
 
１．塩素注入量と滅菌効果について 
 浄水工程においては、一般細菌、大腸菌の死滅、不活性を目的に塩素消毒を行いま

す。 
   このため、水道法では一般細菌の塩素滅菌として水道水の末端で残留塩素 0.1mg/ 
  ｌ以上を義務づけています。 
 
   また、大腸菌群は遊離残留塩素濃度 0.1mg/lで５分、0.2mg/lで瞬時に死滅する。 
   
  （以上日本環境管理学会編 新水道水質基準ガイドブックより抜粋） 
 
２．浄水場における塩素注入量管理の事例 
 
 ①Ｓ町の事例 
   井戸水をシェルビーズでｐＨ調整した後、浄水池で塩素滅菌した後配水地に移送し 
  配水する浄水工程です。 
   関町では、浄水池の遊離残留塩素を 0.3～0.4mg/lで管理し、末端で 0.1～0.3mg/l 
  の遊離残留塩素濃度になっているとのことです。 
 
 ②Ｔ町の事例 
   関町と同様に、井戸水をシェルビーズでｐＨ調整した後、浄水池で塩素滅菌した後 
  配水地に移送し配水する浄水工程です 
   多伎町では、浄水池の遊離残留塩素を 0.5～0.6mg/lで管理し、末端で 0.1～0.2 
  mg/lで配水しているとのことです。 
 
 ③Ｕ水道企業団の事例 
   ダム水を原水に、凝集沈殿急速ろ過により浄水処理をした後、配水を行っています。 
   急速ろ過工程をでた後の塩素濃度は 0.2mg/lで管理し、浄水池では 0.25～0.35mg/l 
  で管理しているとのことです。 
 
 ④Ｔ村の事例 
   井戸水をエアレーションで前処理した後、シェルビーズでｐＨ調整し、浄水池で塩        
  素滅菌した後配水地に移送し、配水する浄水工程です。 
   浄水池の遊離残留塩素は、0.3～0.4mg/l程度で管理しているとのことです。 
   また、末端では 0.2～0.3mg/l出ているとのことです。 
 
  以上の点を考慮すると、浄水池において遊離残留塩素濃度としては、0.2mg/l以上に 
 なるように管理することが望ましいものと考えられます。 
 
 



塩素剤による消毒 
 液化塩素 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸カルシウム 
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